
税の申告、忘れずに。
確定申告は 2 月 16 日火から。事前準備はお早めに！

平成27年分市県民税・国民健康保険税の申告が２月16日（火）
から始まります。
詳しくは、後日お知らせします日程表をご確認いただき、必要な
書類を持参のうえ、申告してください。

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、阿
蘇
市
に
住
所

が
あ
る
方
で
次
に
該
当
す
る
方
な
ど

○�

営
業
、農
業
な
ど
の
事
業
収
入
や
不
動
産

収
入
が
あ
る
人

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

○�

給
与
所
得
が
２
カ
所
以
上
あ
り
年
末
調

整
を
受
け
な
か
っ
た
人

○�

報
酬
、料
金
、契
約
金
及
び
賞
金
な
ど
の

支
払
を
受
け
た
人

○�
医
療
費
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を
受
け
る
人

○�
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
課

税
の
特
例
を
受
け
る
人

○�

家
内
労
働
者
な
ど
の
事
業
所
得
等(

検
針

員・
保
険
外
交
員
な
ど)

の
所
得
計
算
の

特
例
を
受
け
る
人

○
住
宅
ロ
ー
ン
税
額
控
除
を
受
け
る
人

○�

太
陽
光
発
電
設
備
の
売
電
収
入
な
ど
雑

所
得
の
あ
る
人

申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
、所
得
証
明

書
な
ど
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、国

民
健
康
保
険
税
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。そ
の
ほ
か
、市
営
住
宅
家
賃
や
保
育

料
、介
護
保
険
料
な
ど
の
算
定
な
ど
に
支

障
を
き
た
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

身体の不自由な方や高齢者の方へ
　�　期間中、申告においでいただくことが困難な場合は、
必ず市役所税務課までご連絡ください。

事業収入を有する方へ
　�　事業収入を有する方は申告の際、収支の確認に必要な
場合がありますので、事業用の通帳をお持ちいただき、
併せて、平成 27 年１月１日から 12 月 31 日まで記帳
されているかご確認ください。

　�また、長期間記帳していなかった場合、合計記帳となる
場合があります。合計記帳された期間は、通帳で明細が
確認できませんので、銀行などの窓口でお申し出いただ
き明細書を取得していただく必要があります。

事業主の皆さまへ
　�　平成 27 年中に給与、賃金などを支払った場合は、「給
与所得の源泉徴収票」を作成し、すべての受給者に交付
することになっています。

　�　また、「給与支払報告書」は、職業形態、支払い金額にか
かわらず、平成 28 年１月１日現在、受給者の住所のあ
る市町村に、平成 28 年２月１日（月）までに提出してく
ださい。

確定申告の不要な給与所得者などがふるさと
納税を行った場合、確定申告を行わなくて

も寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税
ワンストップ特例制度」が創設されました。特例
の申請には、ふるさと納税を行う際に各ふるさと
納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を
提出する必要があります。
【注意①】�寄付金の団体数が５団体以内で、所得税

の確定申告や住民税の申告を行わない
場合に限ります。

【注意②】�平成 27 年４月１日以後に行った寄付
が対象であり、平成 27年１月１日から
３月 31 日までに行った寄付は対象外
となりますので、平成 27 年４月以後
行った寄付も含めて全ての寄付金を確
定申告する必要があります。

一定の条件で
ふるさと納税の確定申告が
不要になりました
ふるさと納税ワンストップ特例制度創設

【問い合わせ　市役所税務課☎２２‐３１４８】
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税
申
告
で
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
介
護
保
険
要
介
護
認
定
関
係
）

　
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
場
合
で
も
、次
に
該
当
す
る
方
で
認

定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
方
は
、平
成

27
年
分
の
申
告
用
と
し
て「
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
」に
よ
り
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
認
定
書
の
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、ほ

け
ん
課
介
護
保
険
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●�

認
定
書
の
対
象
者（
次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
人
）

①�

平
成
27
年
12
月
31
日
現
在（
年
の
途
中

に
死
亡
し
た
場
合
は
そ
の
日
）で
阿
蘇

市
介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者
に
該
当

す
る
人

②�

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、認
定
基

準
を
満
た
し
て
い
る
人（
要
支
援
は
非

該
当
）

③�

身
体
障
害
者
手
帳・療
育
手
帳・精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳・戦
傷
病
者
手
帳・

原
爆
症
認
定
書
な
ど
を
所
持
し
て
い
な

い
人

●
認
定
の
基
準

　

�

基
準
に
基
づ
き
、介
護
保
険
の
認
定
情

報
な
ど
に
よ
り
審
査
し
ま
す
が
、単
に

要
介
護
度
だ
け
で
な
く
、身
体
の
障
害

の
状
態
及
び
認
知
症
の
状
態
に
よ
る
自

立
度
も
含
め
て
判
定
し
ま
す
。要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
し
も
認
定
書
の
交
付
を
受
け
ら
れ

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法

▽
申
請
者　
本
人
ま
た
は
親
族

▽
持
参
物　
介
護
保
険
証
、印
鑑

▽
申
請
先　
市
役
所
ほ
け
ん
課

※�

申
請
用
紙
は
ほ
け
ん
課
、ま
た
は
各
支

所
市
民
係
窓
口
に
あ
り
ま
す
。市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

※�

申
請
後
、審
査
し
て
郵
送
で
交
付
し
ま

す
。窓
口
で
の
即
時
交
付
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
ほ
け
ん
課�

介
護
保
険
係

☎
２
２
‐
３
１
４
５

阿
蘇
税
務
署
申
告
無
料
相
談

　
税
務
署
が
開
設
す
る
申
告
相
談
会
場
及

び
税
理
士
会
に
よ
る
確
定
申
告
無
料
相
談

会
場
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
申
告
書
は
会
場
内
で
作
成・
提
出
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
が
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
作
成
し
、印
刷
し
て
郵
便
ま
た

は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
申
告
期
限
間
際
は
会
場
が
込
み
合
う
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、お
早
め
の
申

告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
阿
蘇
税
務
署
☎
２
２
‐
０
５
５
１

　
（
自
動
音
声
案
内
）

●
税
務
署
開
設
申
告
相
談
会
場

▽�

開
設
期
間　
２
月
16
日
火
～
３
月
15
日
火

（
た
だ
し
土・日
は
除
く
）

▽
開
設
場
所　
阿
蘇
税
務
署　
　
　
　
　

▽
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

●
税
理
士
会
確
定
申
告
無
料
相
談

▽
開
設
期
間　
２
月
16
日
火
～
29
日
月

　
（
た
だ
し
土・日
は
除
く
）

▽
開
設
場
所　
阿
蘇
税
務
署

▽
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

復
興
特
別
所
得
税
の

記
載
漏
れ
に
ご
注
意
を
！

　
平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま
で
、

復
興
特
別
所
得
税（
原
則
と
し
て
各
年
分

の
所
得
税
額
の
２・１
㌫
）を
所
得
税
と
併

せ
て
申
告・
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
確
定
申
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

「
復
興
特
別
所
得
税
額
」欄
の
記
載
漏
れ
が

な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

還
付
申
告
の
方
も
含
め
、申
告
さ
れ
る

全
て
の
方
に
つ
い
て「
復
興
特
別
所
得

税
額
」欄
の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
阿
蘇
税
務
署
☎
２
２
‐
０
５
５
１

　
（
自
動
音
声
案
内
）

電
子
証
明
書
の
更
新
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

　
住
基
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
有
効
期

限
は
３
年
で
す
。有
効
期
限
を
過
ぎ
た
場

合
に
は
、電
子
証
明
書
を
取
得
し
た
市
役

所
な
ど
の
窓
口
で
、更
新
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、個
人
番
号
カ
ー
ド
の
導
入
に
よ

り
、住
基
カ
ー
ド
は
交
付
を
終
了
し
、平
成

28
年
１
月
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
発
行

が
開
始
さ
れ
ま
す
。個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
に
は
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の
行
政
手
続

き
を
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、早
め
の
申

請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
さ
れ
た
方

は
、カ
ー
ド
に
電
子
証
明
書
が
付
与
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、引
き
続
き
、ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
阿
蘇
税
務
署
☎
２
２
‐
０
５
５
１

　
（
自
動
音
声
案
内
）

申告に関する
各種お知らせ

無料で納付証明書を発行しています
　所得税の確定申告書を提出する際、下記のものは
納付証明書の添付は義務付けられていませんが（国民
年金保険料は添付義務あり）、平成 27 年中に支払った
税や保険料の支払額を証明するものを必要とされる
場合は、無料にて納付証明書を発行していますので、
本庁税務課・ほけん課または支所窓口にてお申し出
ください。
●国民健康保険税●介護保険料●後期高齢者医療保険料
問税務課　☎ 22-3148（国民健康保険税）
問ほけん課　☎ 22-3145（�介護保険料・後期高齢者

医療保険料）
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